
北広島市地域公共交通活性化協議会設置条例の一部改正について 

 

１ 改正の趣旨 

  本協議会の設置について定めている「北広島市地域公共交通活性化協議会

設置条例」について、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19

年法律第59号）」の改正に伴い、用語の一部を整理するものです。 

 

2 改正内容 

法律の改正に併せて「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に

改正（計画名の変更に合わせ、用語の一部も整理） 

※法律や条例の改正により、直ちに新たな計画の策定が必要となるものでは 

ありません。既存の「地域公共交通網形成計画」の計画期間終了後、新たな

「地域公共交通計画」を策定します。（それまでは、既存の計画を「地域公

共交通計画」とみなします。） 

 

国が示す、「地域公共交通計画」のポイント 

 従来の公共交通サービスに加え、地域の多様な輸送資源を計画に位
置付け、地域の移動ニーズにきめ細やかに対応 

 定量的な目標を設定し、毎年度の評価等により、データに基づくPDCA
を強化 

 

 

3 スケジュール 

 年明け改正予定 
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